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大津市告示第30号 

大津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年条例第１号）第６条の規定により、平成23年度

の当初（１年間の統計による数値に係るものについては、平成22年度）における大津市の人事行政の運営等の状

況を次のとおり公表する。 

  平成24年２月10日 

大津市長  越    直  美 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

⑴ 採用の状況（平成22年度） 

   （単位：人） 

職 種 区 分 採 用 者 数 

一 般 行 政 職 34 

医 師 ・ 歯 科 医 師 職 10 

獣 医 師 １ 

薬 剤 師 ４ 

医 療 技 術 職 ６ 

看 護 師 ・ 助 産 師 33 

保  健  師 ２ 

保  育  士 10 

消  防  職 15 

幼 稚 園 教 諭 10 

教  育  職 （ 県 か ら ） 11 

合   計 136 

⑵ 退職の状況（平成22年度）         

        （単位：人） 

部局／退職理由 定年 希望 死亡 免職・失職 普通 計 

市 長 部 局 56 10 ３ １ 51 121 

企 業 局 ８ ０ ０ １ ２ 11 

教 育 委 員 会 11 ５ １ ０ 17 34 

消 防 局 10 ０ ０ ０ ０ 10 

計 85 15 ４ ２ 70 176 
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⑶ 部門別職員数の推移（各年４月１日現在）       

（単位：人） 

区    分 職 員 数 

部    門 平成22年 平成23年 
対前年増減数 主な増減理由 

議  会 12  13  １  

総  務 325  302  ‐23 事務の統廃合等による減 

税  務 92  92  ０   

労  働 3  2  ‐１  

農 林 水 産 33  30  ‐３  

商  工 22  27  ５ 公営企業等会計から移行 

土  木 221  222  １  

一

般

行

政 

小  計 708  688  ‐20  

民  生 398  405  ７ 施設増設等による増 

衛  生 262  260  ‐２  

福

祉

関

係 小  計 660  665  ５  

一 般 行 政 計 1,368  1,353  ‐15  

教  育 

（ 教 育 長 含 む 。 ） 
354  348  ‐６ 欠員不補充等による減 

消  防 300  305  ５ 欠員補充による増 

特

別

行

政 
小  計 654  653  ‐１  

病  院 618  614  ‐４  

水  道 127  123  ‐４ 事務の統廃合等による減 

下 水 道 52  53  １  

そ の 他 218  210  ‐８ 事務の統廃合等による減 

公

営

企

業

等

会

計 
小  計 1,015  1,000  ‐15  

合    計 3,037  3,006  ‐31  

※ 職員数は一般職に属する職員であり、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員等を含み、臨時又は

非常勤職員を除いています。      

⑷ 競争試験の状況（平成22年度） 

（単位：人） 

職 種 区 分 受験者数 合格者数 男 性 女 性 合格率 

上 級 事 務 597 20 14 ６ 3.4％ 

上 級 技 術（土木） 43 ８ ７ １ 18.6％ 

上 級 技 術（機械） ９ １ １ ０ 11.1％ 

上 級 技 術（建築） 29 ６ ４ ２ 20.7％ 

上 級 技 術（電気） 5 １ １ ０ 20.0％ 

上 級 技 術（化学） 31 ３ ３ ０ 9.7％ 

薬 剤 師 14 １ ０ １ 7.1％ 

保  健  師 31 ６ ０ ６ 19.4％ 
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発 達 相 談 員 41 １ ０ １ 2.4％ 

学 芸 員 27 １ １ ０ 3.7％ 

保  育  士 127 19 １ 18 15.0％ 

初 級 事 務 30 ３ ０ ３ 10.0％ 

消  防  職 137 15 15 ０ 10.9％ 

事務職(身体障害者対象) ６ ２ ２ ０ 33.3％ 

医  師 １ １ ０ １ 100.0％ 

診 療 放 射 線 技 師 ７ １ １ ０ 14.3％ 

作 業 療 法 士 ３ １ １ ０ 33.3％ 

臨 床 検 査 技 師 ４ １ ０ １ 25.0％ 

看 護 師 19 18 ２ 16 94.7％ 

助 産 師 ２ ２ ０ ２ 100.0％ 

幼 稚 園 教 諭 89 14 １ 13 15.7％ 

合   計 1,252 125 54 71 10.0％ 

⑸ 選考の状況（平成22年度） 

 （単位：人） 

内   訳 
職 種 区 分 採 用 者 数 

男  性 女  性 

事     務 ２ ２ ０ 

医     師 12 11 １ 

薬  剤  師（県から） １ １ ０ 

臨床検査技師（県から） １ １ ０ 

看護師（附属看護学校） 17 ２ 15 

教  育  職（県から） 12 10 ２ 

２ 職員の給与の状況 

⑴ 人件費の状況（平成22年度 普通会計決算)  

住民基本台帳人口 

(平成23年３月31日

現在) 

歳 出 額 

（Ａ） 
実質収支 

人 件 費 

（Ｂ） 

人件費率 

(Ｂ/Ａ) 

  (参考) 

平成21年度

の人件費率 

338,751人 107,403,614千円 611,298千円 20,556,390千円 19.1％ 20.1％ 

※ 人件費には、職員の給与、退職手当、共済組合の負担金、特別職（市長等）の報酬などを含んでいます。 

⑵ 職員給与費の状況（平成22年度 普通会計決算)       

給   与   費 職 員 数（Ａ） 

(平成22年４月１日

現在） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当  計（Ｂ） 

１人当たり

給 与 費 

（Ｂ/Ａ） 

2,001人 7,589,474千円 2,609,268千円 2,997,843千円 13,196,585千円 6,595千円 

※ 職員手当には、退職手当を含んでいません。   

⑶ 職員の給料の状況（平成23年４月１日現在） 

職員の給料は、職種、学歴、経験年数などにより決定されます。 

ア 平均給料月額及び平均年齢 
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一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 
区 分 

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢 

大津市 336,112円 42.2歳 339,782円 50.0歳 

国 327,205円 42.3歳 283,862円 49.5歳 

イ 初任給 

大津市 国 
区  分 

決定初任給 ２年後の給料 決定初任給 ２年後の給料 

上級職 

(大学卒) 
178,800円 191,200円 

Ⅰ種   185,800円 

Ⅱ種  172,200円 

Ⅰ種   198,200円 

Ⅱ種   184,200円 
一般行政職 

初級職 

(高校卒) 
144,500円 154,400円 140,100円 148,500円 

ウ 経験年数別・学歴別平均給料月額 

区   分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 

大学卒 271,460円 325,738円 372,124円 
一般行政職 

高校卒 220,300円 273,400円 323,314円 

⑷ 一般行政職の級別職員数の状況（平成23年４月１日現在） 

 職員の給料は、職務の程度に基づき、級ごとに区分されています。一般行政職の職員に適用される行政

職給料表は１級から９級までに分かれており、ここではその職員数と構成比を表記しています。なお、標準

的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名を示しています。    

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 

標 準 的 な 

職 務 内 容 
主事 主事 主任 係長 主幹 

課長

補佐 
課長 次長 部長 

計 

職 員 数 ６人 166人 176人 180人 246人 109人 77人 38人 21人 1,019人 

構 成 比 0.6％ 16.3％ 17.3％ 17.6％ 24.1％ 10.7％ 7.6％ 3.7％ 2.1％ 100.0％ 

１年前の 

構 成 比 
0.5％ 14.6％ 17.1％ 19.2％ 22.0％ 14.9％ 5.9％ 3.8％ 2.0％ 100.0％ 

参 

考 ５年前の 

構 成 比 
0.5％ 11.9％ 21.1％ 18.7％ 16.4％ 21.9％ 7.9％ 0.8％ 0.8％ 100.0％ 

※ 合併前の旧志賀町の職務の級は、大津市と構成が異なっているため、「５年前の構成比」は合併前の大

津市での比率を記載しています。  

⑸ 職員手当の状況 

普通会計における職員手当の支給状況は次のとおりです。 

ア 期末・勤勉手当の支給割合（平成23年４月１日現在） 

大  津  市 
区  分 

期末手当 勤勉手当 
国 

６月期 1.225月 0.675月 

12月期 1.375月 0.675月 

計 2.600月 1.350月 

左に同じ 

  職制上の段階、職務の級等による加算措置 ５～20% 

イ 退職手当の支給率（平成23年４月１日現在）      
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大  津  市 国 
区  分 

自己都合 勧奨 定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続20年 23.5月分 32.76月分 30.55月分 23.5月分 30.55月分 

勤続25年 33.5月分 41.34月分 41.34月分 33.5月分 41.34月分 

勤続35年 47.5月分 59.28月分 59.28月分 47.5月分 59.28月分 

最高限度額 59.28月分 59.28月分 59.28月分 59.28月分 59.28月分 

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特別措置 

（２％～20％） 

定年前早期退職特別措置 

（２％～20％） 

※ 退職手当の支給率については、経過措置期間中の率となっております。   

ウ 地域手当（平成23年４月１日現在） 

支 給 対 象 地 域 大 津 市 内 

支 給 率 10.0％ 

支 給 対 象 職 員 数 1,987人 

国  の  制  度 （ 支 給 率 ） 10.0％ 

支  給  実  績 （ 平 成 2 2 年 度 決 算 ） 703,745千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 351,697円 

エ 特殊勤務手当（平成23年４月１日現在） 

支    給    実    績 （平成22年度決算） 41,104千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 105,125円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成22年度） 19.5％ 

手   当   の   種   類 （手 当 数） 28 

支 給 額 の 多 い 手 当 清掃作業等手当 
代 表 的 な 

手 当 の 名 称 
多くの職員に支給されている手当 社会福祉業務手当 

オ 時間外勤務手当 

支 給 実 績 726,573千円 
平成22年度 

(平成22年度決算) 
職員１人当たり平均支給年額 363,105円 

支 給 実 績 767,908千円 
平成21年度 

(平成21年度決算) 
職員１人当たり平均支給年額 384,916円 

カ 扶養手当、住居手当、通勤手当（平成23年４月１日現在） 

区   分 大 津 市 国 

支給実績 

(平成22年度

決算) 

支 給 職 員 １

人 当 た り 平

均 支 給 年 額 

(平成22年度

決算) 

 配偶者 13,000円    

 
配偶者以外の扶養親族１

人につき 
6,500円    
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配偶者のない職員の扶

養親族のうち１人目 
11,000円 左に同じ 232,840千円 249,828円 

扶

養

手

当 
 配偶者が扶養親族でな

い職員の扶養親族のう

ち１人目 

6,500円    

 
16歳から22歳までの子に

ついての加算 
5,000円    

借家(最高限度額) 30,000円 27,000円 
住居手当 

持  家 2,200円 制度なし 
121,997千円 109,513円 

交通機関利用者 

６か月の定期券の

価額を支給 

６か月の定期券の

価額を支給（１か

月当たり55,000円

が支給限度） 

通勤手当 

交通用具利用者 

≪自動車≫4,400円

から31,100円まで

16段階に手当を設

定 

≪バイク等≫2,500

円から16,600円ま

で７段階に手当を

設定 

全ての交通用具に

対して、2,000円

から24,500円まで

13段階に手当を設

定 

231,253千円 133,210円 

⑹ 特別職の報酬等の状況（平成23年４月１日現在） 

区  分 給料・報酬月額 退職手当 期末手当 

市 長 990,000円 (1,100,000円) 
(１期の手当額) 

22,704,000円 給 

料 
副市長 800,100円 (889,000円) 16,215,360円 

議 長 665,000円（700,000円）  

副議長 618,450円（651,000円）  
報 

酬 

議 員 570,000円（600,000円）  

６月期  1.40月分 

12月期  1.55月分 

 計   2.95月分 

※ (  )内の数字は、減額していない場合の金額です。 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

⑴ 一般職員の勤務時間の状況（平成23年４月１日現在） 

勤務時間 
１週間の勤務時間 １日の勤務時間 

開始時刻 終了時刻 

38時間45分 ７時間45分 ８時40分 17時25分 

⑵ 休暇制度の概要（平成23年４月１日現在） 

種    類 付 与 日 数 備  考 

年 次 有 給 休 暇 １年につき20日  

育 児 休 業 子が３歳になるまでの期間  

介 護 休 暇 

配偶者、父母、子等が負傷、疾病又は老齢等で

日常生活に支障があり、その者を介護するため

に勤務しないことが相当と認められる期間（２

週間から６か月まで） 

 

   



平成 24 年２月 10 日                 大   津   市   公   報                 号外（第 ９ 号） 7 

   

修 学 部 分 休 業 

任命権者が認める教育機関において公務に支障

がなく、当該職員の公務能力の向上に資するも

のと認められるものについて１週間当たりの勤

務時間の２分の１を超えない範囲内 

２年を超えない

期間 

自 己 啓 発 休 業 

職員が自己啓発及び国際協力を行うため、自発

的に大学等の課程の履修又は国際貢献活動を行

うために必要な期間 

３年を超えない

期間 

病気休暇 
傷病などで医師の診断書等により勤務が困難と

認められる期間 
最高90日 

災害・事故休暇 任命権者が必要と認める期間  

証人等による出頭休暇 任命権者が必要と認める期間  

選挙権等の行使に係る

休暇 
任命権者が必要と認める期間  

忌引休暇 １～10日 親族関係に限る。

結婚休暇 連続する７日  

生理休暇 ３日以内  

妊婦の通勤緩和 １日のうち１時間以内  

育児時間 １日で90分以内  

妊婦の健康診査 任命権者が必要と認める期間  

つわり休暇 ７日以内  

産前、産後休暇 
（産前）出産予定日前８週間 

（産後）出産後８週間 
 

出産補助休暇 ３日以内  

家族看護休暇 ５日以内 １人につき５日（上限10日）  

夏季休暇 ６日以内  

骨髄提供のための休暇 任命権者が必要と認める期間  

ボランティア休暇 ５日以内  

リフレッシュ休暇 ２日以内  

子の養育休暇 ５日以内 １人につき５日（上限10日）  

特別休暇 

学校行事休暇 子１人につき２日  

⑶ 一般職員の年次有給休暇の取得状況（平成22年） 

平均取得日数 消化率 

8.1日 20.0％ 

 ※ 平成22年１月１日から同年12月31日までの全期間を在職した一般職員の状況です。   

⑷ 育児休業及び部分休業の取得状況（平成22年度） 

      （単位：人） 

育児休業取得状況 
平成22年度中に新たに育児休業が取得可能となった職

員の育児休業取得状況 
区 分 

育児休業取得者数 部分休業取得者数 育児休業対象者数 育児休業取得者数 部分休業取得者数 
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男 性 ０ ０ 75 ０ ０ 

女 性 206 35 95 95 ０ 

合 計 206 35 170 95 ０ 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

⑴ 分限処分者数（平成22年度） 

      （単位：人） 

事   由 降任 免職 休職 降給 合計 

勤務成績が良くない場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

心身の故障の場合 ０ ０ 54 ０ 54 

職に必要な適格性を欠く場合 １ ０ ０ ０ １ 

職制、定数の改廃又は予算の減少

により廃職又は過員を生じた場合 
０ ０ ０ ０ ０ 

刑事事件に関し起訴された場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

条例で定める事由による場合 ０ ０ １ ０ １ 

合   計 １ ０ 55 ０ 56 

⑵ 懲戒処分者数（平成22年度） 

（単位：人） 

懲戒事由となる行為 戒告 減給 停職 免職 合計 

給与・任用関係（給与不正領得、受

験採用虚偽行為等） 
０ ０ ０ ０ ０ 

一般服務関係（職務専念義務違反、

職務命令違反等） 
０ ０ ０ ０ ０ 

一般非行関係（傷害等刑法違反等） ０ ０ ２ １ ３ 

収賄等関係 ０ ０ ０ ０ ０ 

道路交通法違反 ０ ０ １ ０ １ 

管理監督責任 １ １ ０ ０ ２ 

合   計 １ １ ３ １ ６ 

５ 職員の服務の状況 

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第30条により職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務す

ることが義務づけられ、また、職務の遂行に当たっては全力を挙げて専念しなければならないとされているこ

とから、職員には次に掲げる職務上の義務が課せられています。 

⑴ 命令に従う義務 

⑵ 信用失墜行為の禁止 

⑶ 秘密を守る義務 

⑷ 職務に専念する義務 

⑸ 政治的行為の制限 

⑹ 争議行為等の禁止 

⑺ 営利企業等従事制限 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

⑴ 研修の実施状況（平成22年度） 

「使命・行動・やる気」をキーワードとする人材育成基本方針に基づき、職員に様々な研修を実施してい

ます。 
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ア 受講人数 延べ1,512人 

イ 内容 

(ア) 一般研修・特別研修（昇任時や一定の経験年数に応じた研修） 

(イ) 派遣研修（専門の研修機関に派遣し、担当業務の最新情報や喫緊の課題について学ぶもの） 

ウ 費用の総額 8,373千円 

なお、特別職や議員は含まれていません。 

研修種別 研修名 研修期間 対象職員 
受講

人数 
研修目的 

新規採用職員研修(前期

Ⅰ～Ⅳ) 

延べ７日

間 

平成22年度新規

採用職員 
66 

 公務員としてスタートするに当

たり、社会人としての基本的態

度、公務員としての態度と心構え

及び日常業務に必要な基礎知識を

習得し、職場への円滑な導入を図

ることを目的とする。 

新規採用職員研修(後期

Ⅰ～Ⅱ) 

延べ５日

間 

平成22年度新規

採用職員 
76 

  採用後６か月を経過した時点で

再度、基本的事項について習得に

努めるとともに、地方自治等につ

いて理解を深め、円滑な職務遂行

のできる職員の育成を図ることを

目的とする。 

主事級研修Ⅰ ３日間 
職務経験３～７

年の職員 
54 

 問題解決に関する理論と手法を

学び業務改善を促進する能力を養

う。また、現在の地方自治体を取

り巻く課題について制度的な面か

ら理解を深める。 

主事級研修Ⅱ ４日間 
職務経験６～10

年の職員 
30 

  行政課題研究により政策形成能

力の向上を図ること、また、職場

におけるコミュニケーション技術

の習得を理論と実践により目指

す。 

主任研修 

７日間の

集 合 研

修、自主

研究活動

及び２日

間の成果

発表 

平成22年度の主

任昇任職員 
64 

 模擬研究の実施を通じて、政策

形成手法を学び、政策形成能力を

育成する。   

係長級研修Ⅰ １日間 
平成22年度の係

長級昇任職員 
56 

 組織の中で自己の能力を十分に

発揮できるよう精神面での自己管

理能力を高めることを目的とす

る。   

 

 

 

 

 

 

係長級研修Ⅱ １日間 
係長級経験２年

の職員 
31 

 市民からの信頼を得るために、

公務員としてふさわしい態度・行

動を認識するとともに、自ら部下

職員の範となり高い倫理観を持っ

た職場風土を形成していくことを

目的とする。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
般
研
修 

 
 

係長級研修Ⅲ ２日間 
係長級経験４年

の職員 
62 

  職場のリーダーとして自身の仕

事への取り組み方と必要な能力を

再認識するとともに、論理的・客

観的な思考力を育成することを目

的とする。  
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 主幹級研修 0.5日間 
平成22年度の主

幹級昇任職員 
50 

管理職登用を控え、今後の部下

育成における「ラインケア」と管

理監督者としての責任のプレッシ

ャーを上手にコントロールするた

めの「セルフケア」について学

ぶ。 

 

内

部

研

修 

 管理職研修Ⅰ ２日間 

平成22年度の課

長補佐級昇任職

員 

58 

 管理職に求められる役割を再確

認し、マネジメント能力を高め

る。 

 

 管理職研修Ⅱ ２日間  
平成22年度の課

長級昇任職員 
33 

 管理職として部下育成のため、

部下の行動変容を促すコミュニケ

ーションの方法を、コーチング手

法を取り入れ学ぶ。 

 ステップ・アップ研修 2.5日間 

職務経験２～４

年の初級事務職

員 

６ 

 市政の概要、地方財政制度、文

書実務、地方公務員制度、地方自

治制度等の基礎知識を実務経験と

照らし合わせて再確認することを

目的とする。 

 技能労務職員研修 １日間 技能労務職員 43 

 人権学習及び公務員としての倫

理観の向上を通じて、信頼と好感

を得るサービスにつなげることを

目指す。 

大津市ＯＪＴ指導者研

修 
１日間 

新規採用職員の

配属先指導担当

者 

40 

 新規採用職員の指導担当者向け

に、ＯＪＴ実践への知識の習得を

通じて、指導者の教育力向上と職

場内での人材育成の活性化へとつ

なげることを目的とする。 

カウンセリング・マイ

ンド研修 
１日間 

課長補佐級２年

目の職員 
38 

 自分のメンタルヘルスの保持増

進に加え、部下・同僚のメンタル

ヘルスの不調に気づき対処するた

めの知識を学ぶ。 

行政倫理とリスクマネ

ジメント研修 
２日間 管理職 25 

 不測の事態に対する組織的対応

を学ぶことで各部局の危機管理体

制の整備に役立てるとともに、倫

理観の欠如による不祥事を防止す

るための行動を再確認することを

目的とする。 

接遇力向上研修 3.5時間 各部局政策監等 19 

 職員の接遇能力向上を目的とし

て平成21年度から全庁的な職場研

修の取組として実施しており、今

年度は、昨年のアンケート結果を

踏まえ、継続的な取組を部局単位

で行うため、政策監等への集合研

修を実施 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

特
別
研
修 

管理職研修 

（人は化ける、組織も

化ける） 

２時間 管理職 201 

 地方行政を取り巻く社会環境の

変化に的確に対応できる管理監督

職員の育成を目的とする。 

  

人権研修 

（高齢者権利擁護から

地域づくりへ ～認知

症を知る～) 

２時間 

一般研修受講者

（ 主 事 級 研 修

Ⅰ、係長級研修

Ⅰ・Ⅲ、管理職

研修Ⅰ・Ⅱ） 

243 

 公務を遂行する上で欠かすこと

のできない人権意識の向上を図

る。 
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所属長のためのメンタ

ルヘルス研修 
1.5時間 

平成22年度新任

所属長 
40 

 所属長として必要な職員のメン

タルヘルスの保持増進に対し、ラ

インケアの知識を学び、本市の現

状を聴く。 

第２部第160期 ２か月間 

おおむね37歳か

ら39歳までの係

長級職員 

１ 

 市の中堅幹部職員として必要な

政策形成能力及び行政管理能力を

習得し、かつ、全体の奉仕者とし

ての公務員意識及び管理者として

の意識を涵養することを目的とす

る。 

第１部・第２部特別第

22期事後研修 
１日間 

前年同コース受

講生 
１ 

 前年同コースを受講し修了した

者について、その後の自己研鑽を

フォローアップするために派遣す

る。 

自 

治 

大 

学 

校 

第２部第156期事後研修 １日間 
前年同コース受

講生 
１ 

 前年同コースを受講し修了した

者について、その後の自己研鑽を

フォローアップするために派遣す

る。 

住民と行政の協働 ８日間 
市民協働推進室

職員 
１ 

人材育成と研修 10日間 職員課職員 １ 

財政運営 10日間 財政課職員 １ 

市
町
村
職
員
中
央
研
修
所 

自治体経営改革 

（Ⅰ新たな経営手法と

人件費改革） 

４日間 職員課職員 １ 

 特定の行政分野において、高度

な事務執行及び経営改革能力の養

成を目的とする。  

専門実務研修      

税研修 

 住民税課税事務 

 固定資産税(家屋) 

 固定資産税(土地) 

 市町村税徴収事務 

各10日間 税担当部署職員 ４ 
 

法令実務 10日間 総務課職員 １ 

 特定の行政分野における高度な

事務処理能力の養成を目的とす

る。税に関する理論、法令の専門

的知識の習得と実務遂行能力の向

上を図る。 

政策形成、課題解決、経営変革型

研修 
 

 
 行政経営とその改革

の手法 
４日間 １ 

 
 変革期の自治体財務 

～財政分析と地方債

～ 

３日間 １ 

 
 自治体職員のための

財務会計の基本 

～基礎から学ぶ公会

計簿記～ 

３日間 ２ 

 
 

新地方公会計制度の

実務 

～財務４表の作成～ 

３日間 ２ 

 
 

 
 

 

派 

遣 

研 

修 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

全
国
市
町
村
国
際
文
化
研
修
所 

 
 

地域アイテムによる

地域の活性化 
１日間 

 
17 

  

 
 職場におけるメンタ

ルヘルス 

～職場復帰への支援

～ 

３日間 

テーマ関連部署

の職員 
１ 

 行政課題に関する現状、政策、

事例等の多角的な考察を通じて、

課題に的確に対応する能力の養成

を目指す。 
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訴訟等実務 ４日間  １  

  国際文化系セミナー    

  

 
 地域の外国人・生徒

への支援セミナー 
４日間  １  

  

 
 多文化共生の地域づ

くりコース 
５日間  １  

  緊急セミナー    

  児童虐待の発生予防 １日間  11  

  
地方公務員の給与制

度の実務   
４日間  １  

  

 
 

地域で支える子ども

の育ち 
２日間  １  

係長級職員(Ⅰ部)研修 ４日間 
平成22年度の係

長級昇任職員 
56 

 先進自治体や企業の取組を学ぶ

とともに、管理監督者の役割を体

系的に理解し、仕事と部下の管理

監督に関する原理原則を習得す

る。 

課長補佐級職員研修 ２日間 

平成22年度の課

長補佐級昇任職

員 

61 

 最新の地方自治の課題について

学ぶとともに、部下を指導・育成

するため、管理監督者の役割であ

る職場研修を積極的に推進するた

めの能力向上を図る。 

課長級職員研修 ２日間 
平成22年度の課

長級昇任職員 
27 

 管理監督者に必要な職場の管理

能力を高め、実践的な指導能力を

養うとともに、危機管理能力の養

成を図る。 

管理職トップセミナー 半日間 
平成22年度の次

長級昇任職員 
12 

 行政環境の変化と地方自治の課

題について学び、自治体を取り巻

く状況を再認識するとともに、管

理監督者として必要な能力の向上

を目的とする。 

研修指導者養成研修 

（ＯＪＴ、ワークショ

ップ・ファシリテータ

ー） 

２～３日

間 

受講を希望する

職員 
５ 

 研修の実施及び研修推進の核と

なる職員を養成するとともに、講

師となることで自身の資質の向上

と自己啓発を図る。 

実務専門研修 

  研修プランナー研修 １日間 職員課職員 １ 

 職員研修の担当者として基本的

な知識及び理論を習得し、研修企

画力の向上を図る。 

  研修管理者研修 １日間 職員課長 １ 

 職員研修の重要性を認識し、職

員研修のあり方について理解を深

め、人材育成の方法について学

ぶ。 

給与事務担当職員研

修 
２日間 職員課職員 ３ 

 

 

例規担当職員研修 ３日間 
総務課職員及び 

教育総務課職員 
１ 

 
徴収事務担当職員研

修 
２日間 

徴収事務担当職

員(住宅・保育) 
２ 

 

滋
賀
県
市
町
村
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー 

 
契約事務担当職員研

修 
２日間 

契約関係事務職

員 
１ 

 実務経験の浅い担当職員に実務

に関する専門的な知識の習得と職

務遂行能力の向上を目指す。 
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特別研修 

ステップアップ研修

① 
２日間 

受講を希望する

職員 
１ 

ステップアップ研修

② 
２日間 

受講を希望する

職員 
３  

 

ステップアップ研修

④ 
２日間 

受講を希望する

職員 
１ 

 

 法制講座（民法） ２日間 
受講を希望する

職員 
６  

  

 
法制講座（地方公務

員法） 
２日間 

職員課及び消防

総務課職員 
２  

 
法制講座（地方自治

法） 
２日間 

受講を希望する

職員 
３  

 

１ＤＡＹセミナー 

（チームビルディン

グ） 

１日間 
受講を希望する

職員 
１ 

 

１ＤＡＹセミナー 

（先見性・創造力か

らの街づくり） 

１日間 
受講を希望する

職員 
２ 

 
１ＤＡＹセミナー 

（ザ・しごと） 
１日間 

受講を希望する

職員 
１ 

 

１ＤＡＹセミナー 

（自己啓発力アッ

プ） 

１日間 
受講を希望する

職員 
１ 

 職務遂行に必要な理論や行動を

取り上げ、実施する。 

 受講対象となる職位を柔軟に拡

大し、学び直しや自らの知識を拡

大したいと希望する職員の学習意

欲に応える。 

 

１ＤＡＹセミナー 

（アクティブ・ブレ

ーンストーミング） 

１日間 
受講を希望する

職員 
３  

 

１ＤＡＹセミナー 

（図解表現能力向上

研修） 

１日間 
受講を希望する

職員 
１  

 

１ＤＡＹセミナー 

（実践！ワクワク会

議） 

１日間 
受講を希望する

職員 
５  

 

 

１ＤＡＹセミナー 

（身に着く！法制執

務研修（応用編）） 

１日間 
受講を希望する

職員 
３  

近畿都

市職員

専門研

修 

地域主権時代の基礎自

治体のあり方 

～多様な主体との連携

協力～ 

２日間 
市民協働推進室

職員 
２ 

 テーマについて認識を深め、関

連する施策の充実を図る。 

 

滋賀県

市長会 

都市幹

部職員

研修 

農と食による「まちお

こし」 
１日間 管理職 20 

 テーマについての認識を深め、

市政の推進に生かしていくことを

目的とする。 

⑵ 勤務成績の評定 

  職員の勤務に対する確実性、速度、積極性、責任感、判断力等を評定し、昇任、昇格及び人事配置に活用

しています。 

  また、人材育成を目的とした透明性及び納得性の高い新しい評価制度を実施しています。   

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況   

 ⑴ 職員の健康管理に関する状況（平成22年度）      
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名    称 受診者数（人） 名    称 受診者数（人） 

一 般 定 期 健 康 診 断 2,866 感 染 症 予 防 健 康 診 断 94 

成 人 健 診 1,696 ＶＤＴ作業従事者健康診断 806 

雇 入 時 健 康 診 断 76 胃 検 診 1,007 

特 殊 健 康 診 断 ①126 ②74 大 腸 検 診 1,072 

    
深 夜 業 健 康 診 断 637 子 宮 頸 が ん 検 診 325 

 乳 が ん 検 診 288 

⑵ 公務災害及び通勤災害の認定件数（平成22年度） 

（単位：件） 

公務災害 24 

通勤災害 ４ 

⑶ 職員互助会の状況       

職員の厚生制度として、地方公務員法第42条に基づき大津市職員互助会（以下「互助会」という。）を 

設置しています。 

互助会では会員の健康や福祉の増進を図るための事業を実施しており、会員が負担する会費、公費から支

出する負担金その他の収入で運営しています。 

また、最近の社会情勢の中、時代に即した事業を実施するため、相互負担事業を見直すとともに、事業を

外部に委託するなど、より効率的な運営に努めています。 

ア 会員数 3,107人（平成23年４月１日現在） 

イ 会費 給料総額×4.2／1000（平成23年度当初予算 49,920千円） 

ウ 市負担金 相互負担事業の1／2（平成23年度当初予算 15,946千円） 

エ 主な事業（平成23年度） 

(ア) 給付事業（退会給付金、永年勤続記念品、弔慰金など） 

(イ) 文化事業（文化クラブ活動助成） 

(ウ) 体育事業（体育クラブ活動助成） 

(エ) 厚生事業（委託業者による福利厚生サービスの提供、大津夏まつり参加、40歳、45歳、50歳リフレ

ッシュ助成など） 

(オ) 貸付事業（普通貸付及び特別貸付） 

８ 公平委員会の業務の状況 

⑴ 勤務条件に関する措置の要求の状況 該当なし 

⑵ 不利益処分に関する不服申立ての状況 該当なし 

 


